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（平成（平成（平成（平成30303030年年年年10101010月月月月 愛媛県・松山市愛媛県・松山市愛媛県・松山市愛媛県・松山市 集団指導資料）集団指導資料）集団指導資料）集団指導資料）

資料１－２

１ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の

研修制度の見直し等について Ｐ ２～

２ 相談支援専門員の研修制度の見直しについて Ｐ１３～

※ いて す 30

しています。

P1,10,17～20修正後
相談支援専門員の研修見直しの一部改正延長反映後【抜粋】

２２２２ 相談相談相談相談支援支援支援支援専門員の研修制度の見直しについて専門員の研修制度の見直しについて専門員の研修制度の見直しについて専門員の研修制度の見直しについて
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相談相談相談相談支援専門員の研修支援専門員の研修支援専門員の研修支援専門員の研修制度の制度の制度の制度の見直しについて見直しについて見直しについて見直しについて

○ 意思決定支援への配慮、高齢障害者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給

決定の適正化等を図り、質の高いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談

支援専門員を養成するため、現行のカリキュラムの内容を充実現行のカリキュラムの内容を充実現行のカリキュラムの内容を充実現行のカリキュラムの内容を充実する。する。する。する。

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研

修（更新研修含む）の受講に、一定の実務経験の要件一定の実務経験の要件一定の実務経験の要件一定の実務経験の要件((((注注注注))))を設定。

（※旧カリキュラム受講者は初回の更新時は従前の例による。）

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、

相談支援専門員のキャリアパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整え

るため、主任相談支援専門員研修を創設主任相談支援専門員研修を創設主任相談支援専門員研修を創設主任相談支援専門員研修を創設。

（注）現任研修（更新研修含む）を受講するための一定の実務経験の要件（注）現任研修（更新研修含む）を受講するための一定の実務経験の要件（注）現任研修（更新研修含む）を受講するための一定の実務経験の要件（注）現任研修（更新研修含む）を受講するための一定の実務経験の要件
（現任研修は①、更新研修は①又は②のいずれかに該当する場合）
①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある
②現に相談支援業務に従事している

１．カリキュラムの見直し

２．主任相談支援専門員研修の創設

17171717

⇒⇒⇒⇒2020年度以降に年度以降に年度以降に年度以降に延期（Ｈ延期（Ｈ延期（Ｈ延期（Ｈ30.10.26厚労省通知による変更）厚労省通知による変更）厚労省通知による変更）厚労省通知による変更）

相談相談相談相談支援専門員の研修支援専門員の研修支援専門員の研修支援専門員の研修制度の制度の制度の制度の見直しについて（予定）見直しについて（予定）見直しについて（予定）見直しについて（予定）

相談支援従事者
初任者研修

（３１．５ｈ）

相談支援従事者

現任研修（１８ｈ）
※５年毎に現任研修を

受講必須
（更新研修）

専門コース別研修 （任意研修）

専門コース別研修（任意研修）
※一部必須及び現任・主任研修受講の要件について検討

現行

相談支援相談支援相談支援相談支援
専門員専門員専門員専門員
として配置として配置として配置として配置

改定後

【【【【創設創設創設創設】】】】
主任相談支援専門員主任相談支援専門員主任相談支援専門員主任相談支援専門員
研修（研修（研修（研修（３０３０３０３０ｈ）ｈ）ｈ）ｈ）

主任相談主任相談主任相談主任相談支援支援支援支援
専門員専門員専門員専門員
として配置として配置として配置として配置

相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員
としての要件更新としての要件更新としての要件更新としての要件更新

【カリキュラム改定】
⇒⇒⇒⇒2020年度以降に年度以降に年度以降に年度以降に延期延期延期延期

相談支援従事者
現任研修（２４ｈ）（１８ｈ）
※５年毎に現任研修を

受講必須
（更新研修）

相談支援相談支援相談支援相談支援
専門員専門員専門員専門員
としてとしてとしてとして配置配置配置配置

相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員
としての要件更新としての要件更新としての要件更新としての要件更新

（注（注（注（注）現任研修（更新研修含む）を受講するための）現任研修（更新研修含む）を受講するための）現任研修（更新研修含む）を受講するための）現任研修（更新研修含む）を受講するための一定の実務経験の要件一定の実務経験の要件一定の実務経験の要件一定の実務経験の要件

（現任研修は①、更新研修は①又は②のいずれかに該当する場合）
①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある
②現に相談支援業務に従事している

３年以上の実務

相談相談相談相談支援従事者支援従事者支援従事者支援従事者
実務要件実務要件実務要件実務要件

【カリキュラム改定】
⇒⇒⇒⇒2020年度以降に延期年度以降に延期年度以降に延期年度以降に延期

相談支援従事者
初任者研修
（４２．５ｈ）
（３１．５ｈ）

相談相談相談相談支援従事者支援従事者支援従事者支援従事者
実務要件実務要件実務要件実務要件

18181818



相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員 研修見直しのスケジュール研修見直しのスケジュール研修見直しのスケジュール研修見直しのスケジュール

ＨＨＨＨ29292929（（（（2017201720172017））））
年度年度年度年度

ＨＨＨＨ30303030（（（（2018201820182018））））
年度年度年度年度

ＨＨＨＨ31313131（（（（2019201920192019））））
年度年度年度年度

2020202020202020年度年度年度年度

初任者研修初任者研修初任者研修初任者研修

現任研修現任研修現任研修現任研修

主任相談支援主任相談支援主任相談支援主任相談支援
専門員研修専門員研修専門員研修専門員研修

国による研修国による研修国による研修国による研修のののの
開始開始開始開始

・告示新設・告示新設・告示新設・告示新設

※※※※報酬告示も見直し報酬告示も見直し報酬告示も見直し報酬告示も見直し

・カリキュラムの告示改正・カリキュラムの告示改正・カリキュラムの告示改正・カリキュラムの告示改正
・新カリキュラムの内容等に・新カリキュラムの内容等に・新カリキュラムの内容等に・新カリキュラムの内容等に
ついて周知ついて周知ついて周知ついて周知

都道府県都道府県都道府県都道府県にににによるよるよるよる
新カリキュラム新カリキュラム新カリキュラム新カリキュラム
のののの研修開始研修開始研修開始研修開始

都道府県都道府県都道府県都道府県による旧カリキュラムによる旧カリキュラムによる旧カリキュラムによる旧カリキュラム
のののの研修実施研修実施研修実施研修実施

都道府県都道府県都道府県都道府県による旧カリキュラムによる旧カリキュラムによる旧カリキュラムによる旧カリキュラム
のののの研修実施研修実施研修実施研修実施

都道府県による都道府県による都道府県による都道府県による
新カリキュラム新カリキュラム新カリキュラム新カリキュラム
のののの研修研修研修研修開始開始開始開始

準備準備準備準備が整い次第、が整い次第、が整い次第、が整い次第、
都道府県による研修を順次都道府県による研修を順次都道府県による研修を順次都道府県による研修を順次実施実施実施実施
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相談支援専門員の養成の全体像（案）相談支援専門員の養成の全体像（案）相談支援専門員の養成の全体像（案）相談支援専門員の養成の全体像（案）
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5更新期限5年 5更新期限5年

相
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実
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現
任
研
修
修
了
後
３
年
以
上

（
十
分
な
知
識
・経
験
の
蓄
積
）

ＯＪＴ、ＯＦＦ-ＪＴ、自己研鑽

更新期限5年

専
門
職
と
し
て
の
能
力

の
保
持
・向
上

主
任
と
し
て
の
能
力
の
保

持
・向
上

専門コース別研修

現に相談支援事業に従事しておらず、
５年間に２年以上実務に従事していない場合

主任相談支援専門員の更新研修については今後
検討

20202020

初任者研修・現任制度の見直しは、初任者研修・現任制度の見直しは、初任者研修・現任制度の見直しは、初任者研修・現任制度の見直しは、
2020年度以降に年度以降に年度以降に年度以降に延期延期延期延期
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